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高松市告示第３９２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９

条第１項の規定により、高松広域都市計画道路を変更したので、同法第２１条第２項にお

いて準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定に

より、図書を公衆の縦覧に供します。 

 

  令和８年７月２日 

                       高松市長 大 西 秀 人 

 

１ 都市計画を変更する土地の区域 

  高松広域都市計画道路（３・３・１１１ 朝日町仏生山線） 

  縦覧に供する図書のとおり 

 

２ 縦覧場所 

  高松市都市整備局都市計画課 

 

３ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで（市の休日を除く。） 

  

 


